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（参考）

○道内で栽培生産されている主要農作物等の品種

区 分 品 種 名 優良品種認定年 品種開発者

水 稲 ゆめぴりか 平成20年 上川農業試験場

（優良品種 ほしまる（直播用） 平成18年 上川農試、ホクレン

：21品種）

きらら３９７ 昭和63年 上川農業試験場

小 麦 きたほなみ 日本めん用・秋まき用 平成18年 北見農業試験場（ ）

（優良品種

：７品種） 春よ恋（パン用・春まき用） 平成12年 ホクレン

（ ）大 麦 札育２号 平成29年 サッポロビール 株

（優良品種

：２品種） りょうふう 平成元年 北見農業試験場

大 豆 とよみづき（豆腐・煮豆用） 平成24年 十勝農業試験場

（優良品種 ユキシズカ（納豆用） 平成14年 十勝農業試験場

：20品種）

ユキホマレ（煮豆・豆腐用） 平成13年 十勝農業試験場

小 豆 きたろまん（製餡・和菓子用） 平成17年 十勝農業試験場

（優良品種

：12品種） エリモショウズ（製餡・和菓子用） 昭和56年 十勝農業試験場

いんげん 雪手亡（製餡・和菓子用） 平成４年 十勝農業試験場
ゆきてぼう

（優良品種

：16品種） 大正金時（製餡・和菓子用） 昭和46年 十勝農業試験場

えん豆 北海赤花 （蜜豆・豆大福用） 昭和53年 北見農業試験場
ほつかいあかばな

（優良品種

：２品種） 大緑 （煮豆・甘納豆用） 昭和50年 北見農業試験場
おおみどり

そ ば レラノカオリ 平成24年 北海道農業研究ｾﾝﾀｰ

（優良品種

：５品種） キタワセソバ 平成元年 北海道農業研究ｾﾝﾀｰ

○ 本道の気象条件等の中で、需要に対応した生産を図る上から、農業試

験場において、数々の品種が開発されてきた。

地域では、品種の特性を活かした栽培を通じ、市場ニーズに応じた産

地形成に取り組んでいる。
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２ 種子生産の現状

（１）主要農作物等の種子生産

○ 主要農作物等（稲、大麦、小麦、大豆、小豆、いんげん、えん
豆及びそば）の作付面積は、31万5,440haと本道の耕種作物面積
（田・畑から飼料作物と野菜を除いた面積）の74％を占め、本
道農業に欠くことのできない基幹的作物。

・ その他」は、てん菜59,700ha、馬鈴しょ51,200ha等「

○ 主要農作物等の種子生産は、原原種ほ、原種ほ、採種ほの３
段階に分けて実施されており、種子が農家に届くまでには、優
良品種に認定された後、最低でも４年かかる。

○ 種子の生産面積(H30原原種ほ16ha＋原種ほ205ha＋採種ほ5,17
2ha)は、約5,400ha。

○ 種子としての安全性及び品質を確保するため、種子生産者は
病害虫防除はもとより、栽培管理の徹底を図っている。

水稲（子実用）

105,000 ha

25%

麦類（４麦）

124,600 ha

29%

大豆

40,200 ha

9%

小豆

16,200 ha

4%

いんげん

7,940 ha

2%

そば

21,500 ha

5%

その他

113,260 ha

26%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

道における主要農作物等作付面積比率（28年産）

4 2 8 , 7 0 0 h a
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（２）北海道における品種開発と種子生産
ア 品種開発
○ 品種開発は、主に道総研農業試験場が、業務方法書や中期計

画に基づき実施。

イ 生 産
○ 道と道総研が優良な品種を決定するための現地栽培試験など

を実施し、その試験成績をもとに品種特性や普及性などを判断
し、優良品種候補を選定。

○ 道は、北海道農作物優良品種認定有識者会議を開催し、有識
者からの意見を聴いた上で、優良品種を認定。

○ 優良品種のうち主要農作物（稲、大麦、小麦及び大豆）の原
原種については、道がホクレンに委託して、滝川市の原原種ほ
で生産・配付。

、 、 。原種は 道が農協等に委託して 各地の原種ほで生産・販売
採種は、各地域のＪＡ等が生産・販売。

○ 小豆、いんげん、えん豆及びそばについては、ホクレン等が
原原種及び原種を生産・販売。

採種は、各地域のＪＡ等が生産・販売。

○ 種子の審査（ほ場審査及び生産物審査）は、道が実施。

主要農作物の種子生産

原種原原種 採種

北海道における主要農作物の種子生産等に関する実施体制

種子審査の実施
（道（農業改良普及センター）、道総研）

種子計画の策定（道）

優良な品種の認定（道）

品種の開発

優良な品種を決定するための試験

一般生産

北海道

受託：ホクレン

北海道
受託：水稲採種組合、ＪＡ、特産農作物種苗協会

ＪＡ等

ホクレン、特産種苗協会、

十勝農協連
ホクレン、特産種苗協会、十勝農協連 ＪＡ等

主要
農作物

小豆、

いんげん、
えん豆、
そば
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３ 主要農作物種子法の目的と仕組み

○ 主要農作物種子法は、戦後の食糧増産という国家的要請を背
景に、国・都道府県が主導して、優良な種子の生産・普及を進

（ ） 。める必要があるとの観点から昭和27年 1952年 に制定された

、 （ 、 、 、 ）○ 法律では 主要農作物 稲 大麦 はだか麦 小麦及び大豆
の優良な種子の生産及び普及を促進するため、種子の生産等に
ついては、都道府県が行うものと規定。

○「優良な品種（奨励品種）を決定するための試験」
「原種及び原原種の生産」
「種子生産ほ場の指定、ほ場審査・生産物審査等」
を行うことについて、都道府県に義務付け。

※平成30年４月１日付けで廃止。
本道においては、30年度は従来どおりの種子生産・審査体制を

継続できるよう、必要な予算を確保するとともに、要綱や要領を
整備。

主要農作物種子法

都道府県による

・原種及び原原

種の生産等

（第７条）

都道府県による

・種子生産ほ場の指定
（第３条）

・ほ場審査・生産物審査

（第４条）

・審査証明書の交付

（第５条）

・勧告、助言及び指導

（第６条）

都道府県による

・優良な品種（奨励品種）を決定するための
試験 （第８条）

国の研究機関

地方公共団体

民間企業等

品種

開発
生産

主要農作物種子法による種子生産の仕組み

販 売

小
売
り
業
者
等

生
産
者
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４ 主要農作物種子法の廃止までの経過

（１）規制改革推進会議
28年９月に規制改革推進会議農業ワーキンググループが、都道

府県と民間企業では競争条件が同等ではなく、民間企業が稲・麦
・大豆種子産業に参入しにくい状況になっていることから、主要
農作物種子法の廃止を提言。

（２）農業競争力強化プログラム
農業者の所得向上を図るためには、農業者が自由に経営展開で

きる環境を整備するとともに、農業者の努力では解決できない構
造的な問題を解決することが必要であることから、国では、28年
11月に「農業競争力強化プログラム」を取りまとめ、生産資材価
格の引下げなど13項目について取り組むことを決定した。

種子については、次のとおり位置付けられた。

⑩ 戦略物資である種子・種苗については、国は、国家戦略・
知財戦略として、民間活力を最大限に活用した開発・供給体
制を構築する。

そうした体制整備に資するため、地方公共団体中心のシス
テムで、民間の品種開発意欲を阻害している主要農作物種子
法を廃止するための法整備を進める。

優良品種に認定された民間開発品種

・水稲～「ほしまる」＜ホクレン、上川農試＞

・小麦～「春よ恋」＜ホクレン＞

・大麦～「札育２号」＜サッポロビール＞ いずれも栽培普及されている。

（３）国会での審議状況
○ 29年２月10日 「主要農作物種子法を廃止する法律案」を、

国会に提出。
・３月28日：衆議院本会議で可決。
・４月13日：参議院農林水産委員会において附帯決議が採択。
・４月14日：参議院本会議で可決・成立。

（４）主要農作物種子法を廃止する法律案に対する附帯決議
１ 将来にわたって主要農作物の優良な品質の種子の流通を確保するため、種苗法に基

づき、主要農作物の種子の生産等について適切な基準を定め、運用すること。

２ 主要農作物種子法の廃止に伴って都道府県の取組が後退することのないよう、都道

府県がこれまでの体制を生かして主要農作物の種子の生産及び普及に取り組むに当た

っては、その財政需要について、引き続き地方交付税措置を確保し、都道府県の財政

部局も含めた周知を徹底するよう努めること。

３ 主要農作物の種子について、民間事業者が参入しやすい環境が整備されるよう、民

間事業者と都道府県等との連携を推進するとともに、主要農作物種子が、引き続き国

外に流出することなく適正な価格で国内で生産されるよう努めること。

４ 消費者の多様な嗜好性、生産地の生産環境に対応した多様な種子の生産を確保する

こと。特に、長期的な観点から、消費者の利益、生産者の持続可能な経営を維持する

ため、特定の事業者による種子の独占によって弊害が生じることのないよう努めるこ

と。



7

５ 各都道府県の対応

(埼玉県、新潟県、兵庫県)（１）条例を制定して自県で生産 ３県

（２）要綱等を整備して自県で生産 40道府県

（うち、富山県、山形県についてはH30年度に条例を制定し、年度内に施行予定）

(大阪府、奈良県、和歌山県)（３）他の団体へ移管 ３府県

※東京都は、これまでも種子生産に取り組んでいない。

６ 道の対応

（１）道による検討の経過
、 、 、○ 道では 29年４月 今後の種子生産の在り方を検討するため

北海道種子協議会の下に、道や農業団体、試験場などで構成す
る「種子生産の在り方検討部会」を設置し、これまで11回にわ
たり、検討を重ね、議論を深めてきたところ。
※北海道種子協議会～優良品種の種子生産に係る需給の見通しや安定供給等について、

関係機関・団体等と協議。

（２）道の廃止後の対応
○ 29年７月には 「主要農作物種子法廃止後の本道における種、

子生産の対応方向について」を取りまとめ、対応方向や課題を
明確化。

○ この結果、30年度は現行体制を継続することとし、

ア 種子計画の策定
イ 優良な品種を決定するための試験
ウ 原種及び原原種等の生産等
エ ほ場審査・生産物審査等

については、引き続き、道が実施。

なお、生産の継続に向けては、種子生産現場で柔軟に対応し
得る体制の構築を目指し、一部の地域でしか栽培されていない
作付面積の少ない品種生産の在り方や原原種の適正な備蓄・保
管に向けた調整などの課題の解決に向けて、農業団体等と引き
続き、検討を進めていくこととしたところ。

○ 30年４月の種子法廃止後も、当面する30年度においては、現
行の種子生産・審査体制を継続できるよう、必要な予算を確保
するとともに要綱や要領を整備。
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（３）今後の対応方向
○ 本道農業が我が国の食料安定供給を担い、持続的に発展して

いくためには、稲や麦、大豆といった主要農作物の安定生産が
重要であり、その基本となる優良な種子の安定供給が不可欠。

○ 31年度以降における主要農作物の種子生産については、本道
における種子生産に関する課題解決への的確な対応や、道、農
業団体、生産者等の役割と責任の明確化などの下、安定供給に
向けて推進していかなければならないことから、その根拠とな
る条例の制定に取り組む。

７ 条例制定について
これらのことから、北海道農業・農村振興審議会の下に、部会

を設置し、条例の内容等の検討を進めることが必要。

（１）条例の内容（素案）

１ 制定の趣旨
２ 条例の概要
（１） 目的
（２） 基本理念
（３） 道の責務
（４） 品種育成者の責務
（５） 種子生産者の責務
（６） 関係機関等の責務
（７） 優良品種の認定等
（８） 種子計画の策定
（９） 主要農作物の原種及び原原種の生産
（10） ほ場経営者による種子の生産
（11） ほ場審査及び生産物審査の実施
（12） 勧告等
（13） 知的財産の保護
（14） 財政上の措置
（15） 北海道優良品種認定審議会の設置

（２）部会の設置
○ 検討する条例（案）が本道の実態に即し、かつ本道農業の持

続的発展に資する内容となるよう、幅広い分野の有識者によっ
て、多様な見地から調査審議を行う必要があることから、北海
道農業・農村振興審議会における調査審議に当たっては、主要
農作物種子生産部会を設置し、調査審議を付託している。
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（３）スケジュール（案）
・30年８月 地域との意見交換
・30年８月29日 第１回農業・農村振興審議会

・主要農作物種子生産部会の設置
・条例（骨子案）について調査審議

・30年10月11日 第２回農業・農村振興審議会
・条例（素案）について調査審議

・30年10月11日 道民からの意見等募集（パブリックコメント）
～11月９日

・30年12月 第３回農業・農村振興審議会
・条例（案）について調査審議

８ その他

○種子生産の課題

種子生産の現場からは、円滑な生産のため、増殖対象品種の整
理を求める声があることから、一部の地域でしか栽培されていな
い作付面積の少ない品種などについては、地域に原種・原原種な
どの種子の生産を任せる方向で取り進めることとし、地域で生産
していくことについて、関係ＪＡ等との調整を進める。

【主要農作物等の優良品種数】

○水稲 21品種
○小麦 ７品種
○大麦 ２品種
○大豆 20品種
○小豆 12品種
○いんげん 16品種
○えん豆 ２品種
○そば ５品種 合計 85品種
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原 種 等 生 産 事 業 費

（ ）予 算 額 156,430千円 前年度 156,563千円

（ ）うち道費 63,185千円 前年度 63,185千円

１ 事業の目的

本道の基幹作物である水稲や小麦、大豆等の主要農作物や小豆、いんげん等の主要

畑作物の生産性と品質の向上を図るため、計画的な種子生産に必要な原種・原原種ほ

の設置とともに、優良品種の認定や種子生産を担う生産者等の研修、種子の審査、種

子協議会の開催等を実施することにより、生産の基礎となる安全で優良な種子の安定

生産と普及を促進する。

（ ）
２ 事業の内容

単位：千円

区 分 事 業 内 容 事業主体 補助率 予算額

主要農作物原種 ○原原種ほ、原種ほの設置を 北海道 - 153,243

ほ等設置委託事 それぞれホクレン、農協等 （ホクレン、農 ( 61,451)

業費（水稲、麦 に委託 協等へ委託）

類、大豆）

主要畑作物原種 ○そばの原種ほ等設置に対す ホクレン (公社) 定額 519、

ほ設置事業費補 る支援 日本特産農産物 ( 519)

助金（雑穀） 協会

原種等管理事業 ○地域に普及する優良品種の 北海道 - 2,668

事務費 認定 ( 1,215)

○種子を生産するための研修

の実施

○栽培中におけるほ場審査や

生産物審査の実施

○種子の需給見通しや安定供

給のための生産計画を協議

する種子協議会の実施

156,430
合 計

( 63,185)

３ 事業実施期間

昭和27年度～

担当：農政部生産振興局農産振興課

（内線 27-718）


